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特定疾病診断給付金特約（20）無配当

詳細については「ご契約のしおり・約款」をご覧くださいお支払い事由

・診断給付金をお支払いした場合、この特約は消滅します（診断給付金のお支払いは1回のみです）。
・特約の保険期間をとおしてこの特約は解約返戻金がありません。

＊1 公的医療保険制度の手術料の算定対象となる手術または先進医療（診断・検査を直接の目的と
      した診療行為や注射、点滴、全身的・局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による療養
     を除く）に該当する手術
＊2 軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態
＊3 言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症

※がん給付の責任開始期は、この特約の責任開始期からその日を含めて90日経過した日の翌日となります。
※急性心筋梗塞、再発性心筋梗塞が対象となります。脳卒中のうち、くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞が対象となります。

初めてがん（上皮内がんを含む）と
診断確定されたとき（診断給付金）

待ち期間
90日

急性心筋梗塞により所定の手術＊1または20日以上の継続入院をしたときや
60日以上所定の労働制限＊2が継続したと診断されたとき（診断給付金）

脳卒中により所定の手術＊1または20日以上の継続入院をしたときや
60日以上、所定の後遺症＊3が継続したと診断されたとき（診断給付金）

診断
給付金額

がん・急性心筋梗塞・
脳卒中で所定の状態になられたら一時金。
がん・急性心筋梗塞・脳卒中は治療費に加え、
予想外の費用が必要になることもあります。
所定の状態になられたときに一時金をお支払いするこの特約で、
さまざまな費用に備えることができます。

家事代行 緩和ケア

交通費
セカンドオピニオン

▲がん給付の責任開始期
　特約の
▲責任開始期

がん

急性
心筋梗塞

脳卒中

がん給付の責任開始期前ま
でにがんと診断確定された
場合、保険契約者から所定
の期間内に申出があったと
きにはこの特約は無効とな
り、既払込保険料を払い戻
します。

•

責任開始期からがん給付の責任開始
期前までにがんに罹患したと診断確定
されていた場合でも、がん給付の責任
開始期以後、新たにがんと診断確定さ
れたときは、診断給付金のお支払い対
象となります。

•



●ご契約の際には「重要事項説明書（契約概要）」、「重要事項説明書（注意喚起情報）」、「ご契約のしおり・約款」を必
　ずご覧ください。
●当社の担当者は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したが
　いまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申し込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
●担当者がお客さまより現金・小切手をお預かりすることは一切ございません。

0120-158-821

本社 〒100-8179　東京都千代田区大手町1-9-2
　　　　　　　　　大手町フィナンシャルシティ グランキューブ
ホームページ  www.sonylife.co.jp/

▶担当者の身分・権限についてのお問い合わせは
　下記のフリーダイヤルをご利用ください。

《カスタマーセンター》
個人情報の保護に関する法律の定めに基づき、契約内容に関するお問い合わせは保険契約
者ご本人様からお願いしております。
なお、お問い合わせの際は、保険証券などの「証券番号」が分かるものをご用意ください。

登録No.SL-SP12-612

担当者 　　　　　　　　　　商品内容のお問い合わせは下記担当者までご連絡ください。

契約年齢の範囲

●所定の制限があります。詳細は担当者にご確認ください。

●主契約の保険種類などによって、契約可能な年齢範囲は異なります。
●お子さまについては、自治体によってさまざまな医療費助成を実施し
　ています。  詳しくはお住まいの自治体にご確認ください。

取扱給付金額

保険料払込方法

●被保険者が80歳（保険料払込免除特約＊を付加している場合は70歳）
　になるまで更新できます。
 ＊保険料払込免除特約（20）が付加されている場合は80歳になるまで
　更新できます。
●更新可能なご契約については、事前に当社よりお知らせします。保険期間
満了日の2週間前までに継続しない旨をご通知いただいた場合は、自動更
新いたしません。

メディカル・ベネフィット
総合医療保険（無解約返戻金型）18

メディカル・ベネフィット リターン
健康還付給付金特則付総合医療保険（無解約返戻金型）18

※特約の付加にあたっては所定の制限があり、付加できないこともあります。

特約の自動更新

3歳～85歳

100,000円～3,000,000円

主契約と同様の払込方法

保険期間が満了し主契約が更新する
場合、特約についても告知や医師の
診査なしで自動的に更新できます。

お支払い事由の
変更

公的医療保険制度の改正が行われ、その改正
がこの保険のお支払い事由に影響をおよぼす
場合、主務官庁の認可を得て、お支払い事由を
変更することがあります。

主契約が更新した場合のみ同時に更新できます。
更新後の保険料は更新時の保険料率・被保険者の年齢
で計算しますので、通常、更新前よりも高くなります。

•
•

ご確認いただきたい事項

ご契約に際して

総合医療保険 低解約返戻金特則付総合医療保険

終身がん保険（08）

がん保険

低解約返戻金特則付終身がん保険（08）

OA102 TRX2011

こちらの保険にプラスできます。

特約の中途付加

特約の中途付加 ご契約の途中でも特約を付加すること
ができます。

以下の場合、特約を中途付加することができません。

①保険料前納中　
②保険料の払込が免除されている場合　
③保険料払込済の場合　
④過去の傷病歴、現在の健康状態、身体の障がい状態な
どが当社の基準を満たさない場合（特別な条件をつけ
てお引き受けすることもあります）

※その他、会社の定める条件を満たさない場合、特約を中途付加
できないこともあります。詳細につきましては、担当者にご確認
ください。

先進医療について

健康保険制度に基づく評価療養のうち、療養を
受けた日において、厚生労働大臣が定める先
進医療（先進医療ごとに厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合する医療施設にて行われる
ものに限る）をいいます。

●具体的な先進医療技術・適応症・実施している医療機関については変
　更されることがあります。詳細は厚生労働省のホームページをご確認
　ください。


